
 
 

 
 

支援の名称 
ノンアスベスト推進事業 

（アスベスト分析事業、住宅ノンアスベスト推進事業） 

制度の 

趣旨・背景 

県民の健康の保護及び安全安心な生活環境の保全促進を目的とします。 

制度の 

内容 

〇事業の内容 

 アスベスト分析事業…民間事業者や住宅の所有者が吹付けアスベストの成分分析

調査を行う場合、その経費の全部又は一部を助成する。 

  

住宅ノンアスベスト推進事業…住宅の所有者等が吹付けアスベストの除去工事等

を行うため、金融機関からの借入により、処理が行われる場合、借入金の利子 1％

相当額を助成する。 

 

〇予算額   2,700 千円 

 

〇補助の額 

 (アスベスト分析事業)  

全額補助 

 上限(1 棟あたり 25 万円) 

 

 (住宅ノンアスベスト推進事業)   

 吹付けアスベストの除去工事のために資金の借入を受けた場合の利子 1％に 

相当する額 

 

〇実績 

   令和 4 年度 分析調査 3 件 

対象と 

なる方 

〇対象建築物(アスベスト分析事業) 
・県内すべての民間建築物 
・吹付けアスベスト建材が施工されているおそれがあるもの 
・違反建築物でないもの 
 
〇対象建築物(住宅ノンアスベスト推進事業) 
・自らの居住の用に供される住宅であること 
・吹付けアスベストが使用された県内の住宅であること 

問い合わせ 

先など 

○所管部署 

 佐賀県 県土整備部 建築住宅課 建築指導担当 

TEL：０９５２―２５―７１６５ 

E-mail：kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp 
○関連 URL 

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00314697/index.html 
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